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指 示 

 

平成２５年３月７日 

 

葛尾村長 殿 

 写）福島県知事 殿 

 

平成２３年（２０１１年）福島第一原子力発電所 

事故に係る原子力災害対策本部長 

 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所において発生した事故に関し、原子力災害

対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第２０条第２項に基づき、下記のとお

り指示する。 

 

記 

 

1. 葛尾村における平成２３年３月１２日の原子力災害対策本部長指示により避難の

ための立退きを求めた東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径２０キロ

メートル圏内の区域及び平成２３年４月２２日の原子力災害対策本部長指示によ

り設定された計画的避難区域については、平成２３年１２月２６日に原子力災害対

策本部において決定した「ステップ２の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の

見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」を踏まえ、平成２５年

３月２２日午前０時をもって別紙のとおり避難指示解除準備区域、居住制限区域及

び帰還困難区域に見直し、居住者等に対してその旨周知するとともに、引き続き避

難を継続させること。 
 

2. 葛尾村における平成２３年４月２１日の原子力災害対策本部長指示により設定さ

れた警戒区域については、平成２３年１２月２６日に原子力災害対策本部において

決定した「ステップ２の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する

基本的考え方及び今後の検討課題について」を踏まえ、平成２５年３月２２日午前

０時をもって解除し、居住者等に対してその旨周知すること。 
 

以上 
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（別紙） 

 
避難指示解除

準備区域 

（大笹行政区、大放行政区、落合行政区、上葛尾行政区、上野川行政区、

下葛尾行政区、夏湯行政区及び野川行政区の全ての区域。岩角行政区

及び広谷地行政区の一部の区域） 

 

葛尾村大字落合 字関下の全ての区域 

字西ノ内の全ての区域 

字菅ノ又の全ての区域 

字落合の全ての区域 

字夏湯の全ての区域 

字大放の全ての区域 

字手倉の全ての区域 

字家老川の全ての区域 

字木取場のうち、２９番地、３０番地、３０番地２、 

３５から３７番地、３８番地１から３、 

３９番地、４０番地１、４１番地、４２番地１、 

４３番地１から２及び５から６、４４番地１、 

４５番地から４６番地、４７番地１から２、 

４８番地、４９番地１及び３から５、 

５０番地１、５１番地１、５２番地１、 

５３番地１、５４番地１及び３、 

５５番地から５８番地、５９番地１から２、 

６０番地から６１番地、６２番地１から２、 

６３番地１、１０８番地、 

１１０番地から１１５番地  

を除く区域 

字大笹のうち、２７３番地１７及び３５、 

６１６番地から６２２番地、 

６２４番地から６２６番地、 

６２８番地から６３０番地、 

６３１番地１から２、６３３番地、 

６３４番地１から４、 

６３５番地から６３７番地、 

６３９番地１から２、６４０番地、６４２番地、 

６４３番地１から２、 

６４４番地から６４５番地、 
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６４６番地１から４、６４７番地、 

６４８番地１から３、６４９番地、 

６５０番地１から２、 

６５１番地から６６０番地、 

６６１番地１から３、 

６６２番地から６６６番地、 

６６７番地１から２、６６９番地１から３、 

６７２番地１から２、６７４番地１から２、 

６７５番地から６７６番地、 

６７７番地１から２、６７８番地１から３、 

６７９番地１から３、６８０番地、 

６８５番地から６８６番地、 

６８９番地から６９０番地、６９３番地、 

６９６番地、６９８番地、 

７００番地から７０１番地、７０３番地、 

７０５番地から７０７番地、 

７１０番地から７１１番地、７１４番地、 

７１７番地から７２２番地、 

７２６番地から７２８番地、 

７５６番地１から２、７６０番地１から８、 

７６１番地、７６２番地１から３、 

８５８番地１から４、８５９番地、 

８６０番地１から８、８６１番地、 

８６２番地１から１１、８６３番地、 

８６４番地１から２、８６５番地、 

８９５番地から８９８番地、 

８９９番地１から３、 

９００番地から９０１番地、 

９０４番地１から３、９０５番地１から２、 

９０６番地から９１６番地、９１８番地 

を除く区域 

葛尾村大字葛尾 字風越の全ての区域 

字梨木平の全ての区域 

字堂平の全ての区域 

字中平の全ての区域 

字銅谷平の全ての区域 

字敷井畑の全ての区域 
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字中清水の全ての区域 

字関場の全ての区域 

字北平の全ての区域 

字登舘の全ての区域 

字八ツ田の全ての区域 

字仲田の全ての区域 

字東平の全ての区域 

字板木の全ての区域 

字下ノ内の全ての区域 

字湯口の全ての区域 

字小坂の全ての区域 

字広谷地のうち、１番地１から２、１０番地１から２、 

１６番地、１７番地１から６、 

１８番地１から４、１９番地１から３、 

２０番地１から２、２１番地１から６、 

２２番地１から３、２３番地１、 

２４番地１及び３から４、 

２５番地１及び３から４、２６番地１、 

２７番地、３１番地から３４番地、 

３５番地１から２及び６から９、３６番地、 

３７番地１及び３から９、 

３８番地１及び３から１５、 

３９番地１から７、４０番地１、４１番地、 

４２番地１及び５、４３番地１及び６から９、 

４４番地１及び３、４５番地１及び７から９、 

４６番地１、４７番地１及び４から９、 

４８番地１及び５から７、４９番地、 

５０番地１及び７から１２、 

５１番地１から２、５２番地１及び３から５、 

５３番地、５４番地１から２、 

５５番地１から６、５６番地１及び３、 

５７番地１から２、５８番地から６１番地、 

６２番地１から３、６３番地１から２、 

６５番地から６６番地、６７番地１、 

６８番地１、６９番地１及び５、 

７０番地１から８、７１番地、 

７２番地１から２、７３番地１から５、 
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７４番地から７７番地、７８番地１から２、 

７９番地から８４番地、 

１２０番地から１２２番地、 

１２３番地１から２、１２４番地１から２、 

１２５番地１から２、１２６番地、 

１２８番地１から２、２２１番地１、 

２２２番地、２２３番地１、２２５番地、 

２２７番地から２２８番地、２３０番地、 

２３９番地、２４１番地から２５５番地、 

２６０番地１から２、 

２６６番地から２７１番地、 

２７２番地１から２ 

を除く区域 

葛尾村大字上野川字東の全ての区域 

字仲谷地の全ての区域 

字上野川の全ての区域 

字宝伝前の全ての区域 

字赤根久保の全ての区域 

字遠ノ子の全ての区域 

字静田和の全ての区域 

字仲廹の全ての区域 

字境ノ岫の全ての区域 

字一盃森の全ての区域 

字三本松の全ての区域 

字蟹山の全ての区域 

葛尾村大字野川 字湯ノ平の全ての区域 

字十良内の全ての区域 

字六良田の全ての区域 

字町の全ての区域 

字関場の全ての区域 

字廻田の全ての区域 

字仲ノ内の全ての区域 

字南仲ノ内の全ての区域 

字草刈場の全ての区域 

字浜井場の全ての区域 

字中島の全ての区域 

字蔵久の全ての区域 
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字清ノ内の全ての区域 

字湯殿の全ての区域 

 

葛尾村内国有林磐城森林管理署 

１２２６林班から１２３４林班、１２３８林班のうち、「ぬ１」、「ぬ２」、

「る」及び「わ」を除く林班、１２３９林班から１２８６林班 

居住制限区域 （岩角行政区及び広谷地行政区の一部の区域） 

 

葛尾村大字落合 字木取場２９番地、３０番地、３０番地２、 

３５から３７番地、３８番地１から３、 

３９番地、４０番地１、４１番地、４２番地１、 

４３番地１から２及び５から６、４４番地１、 

４５番地から４６番地、４７番地１から２、 

４８番地、４９番地１及び３から５、 

５０番地１、５１番地１、５２番地１、 

５３番地１、５４番地１及び３、 

５５番地から５８番地、５９番地１から２、 

６０番地から６１番地、６２番地１から２、 

６３番地１、１０８番地、 

１１０番地から１１５番地 

字大笹２７３番地１７及び３５、 

６１６番地から６２２番地、 

６２４番地から６２６番地、 

６２８番地から６３０番地、 

６３１番地１から２、６３３番地、 

６３４番地１から４、 

６３５番地から６３７番地、 

６３９番地１から２、６４０番地、６４２番地、 

６４３番地１から２、 

６４４番地から６４５番地、 

６４６番地１から４、６４７番地、 

６４８番地１から３、６４９番地、 

６５０番地１から２、 

６５１番地から６６０番地、 

６６１番地１から３、 

６６２番地から６６６番地、 

６６７番地１から２、６６９番地１から３、 
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６７２番地１から２、６７４番地１から２、 

６７５番地から６７６番地、 

６７７番地１から２、６７８番地１から３、 

６７９番地１から３、６８０番地、 

６８５番地から６８６番地、 

６８９番地から６９０番地、６９３番地、 

６９６番地、６９８番地、 

７００番地から７０１番地、７０３番地、 

７０５番地から７０７番地、 

７１０番地から７１１番地、７１４番地、 

７１７番地から７２２番地、 

７２６番地から７２８番地、 

７５６番地１から２、７６０番地１から８、 

７６１番地、７６２番地１から３、 

８５８番地１から４、８５９番地、 

８６０番地１から８、８６１番地、 

８６２番地１から１１、８６３番地、 

８６４番地１から２、８６５番地、 

８９５番地から８９８番地、 

８９９番地１から３、 

９００番地から９０１番地、 

９０４番地１から３、９０５番地１から２、 

９０６番地から９１６番地、９１８番地 

葛尾村大字葛尾 字広谷地１番地１から２、１０番地１から２、 

１６番地、１７番地１から６、 

１８番地１から４、１９番地１から３、 

２０番地１から２、２１番地１から６、 

２２番地１から３、２３番地１、 

２４番地１及び３から４、 

２５番地１及び３から４、２６番地１、 

２７番地、３１番地から３４番地、 

３５番地１から２及び６から９、３６番地、 

３７番地１及び３から９、 

３８番地１及び３から１５、 

３９番地１から７、４０番地１、４１番地、 

４２番地１及び５、４３番地１及び６から９、 

４４番地１及び３、４５番地１及び７から９、 
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４６番地１、４７番地１及び４から９、 

４８番地１及び５から７、４９番地、 

５０番地１及び７から１２、 

５１番地１から２、５２番地１及び３から５、 

５３番地、５４番地１から２、 

５５番地１から６、５６番地１及び３、 

５７番地１から２、５８番地から６１番地、 

６２番地１から３、６３番地１から２、 

６５番地から６６番地、６７番地１、 

６８番地１、６９番地１及び５、 

７０番地１から８、７１番地、 

７２番地１から２、７３番地１から５、 

７４番地から７７番地、７８番地１から２、 

７９番地から８４番地、 

１２０番地から１２２番地、 

１２３番地１から２、１２４番地１から２、 

１２５番地１から２、１２６番地、 

１２８番地１から２、２２１番地１、 

２２２番地、２２３番地１、２２５番地、 

２２７番地から２２８番地、２３０番地、 

２３９番地、２４１番地から２５５番地、 

２６０番地１から２、 

２６６番地から２７１番地、 

２７２番地１から２ 

葛尾村内国有林磐城森林管理署 

１０６２林班から１０６４林班、１２３５林班から１２３７林班、 

１２３８林班のうち、「ぬ１」、「ぬ２」、「る」及び「わ」の区域 

帰還困難区域 （野行行政区の全ての区域） 

葛尾村大字葛尾  字柏原の全ての区域 

         字野行の全ての区域 

字小出谷の全ての区域          

葛尾村内国有林磐城森林管理署 

１０７８林班から１０８１林班、１０８３林班から１０９４林班 

 

 


